
ベビーシッター育児支援割引券

社会保険加入者に、こども未来財団が発行する、１日につき１枚利用可能な１，７００円の利用補助券を
人事課にて交付しています。（手数料が１枚につき６０円かかります。）

ベビーシッター育児支援割引券

【利用について】

・就労目的の場合に限り、１日につき１家庭１枚使用できます。

・１ヶ月に２４枚まで、１年間に２８０枚までの使用が可能です。

・小学校３年生までの乳幼児等のほか、健全育成上の世話を必要とする小学校６年生までの児童に限り使用できます。

・１日何時間からでも使用できます。ただし、利用料が１，７００円に満たない場合は割引券の対象となりません。

【使用例】
★週２日、1回に３時間、１ヶ月に８回利用した場合

（ベビーシッター利用金額）１，５００円/時間×３時間×８回＝３６，０００円
（割引券の補助金額） １，７００円/回×８回＝１３，６００円
（発行時の手数料） ６０円/回×８回＝ ４８０円

（１ヶ月あたりのベビーシッター代） ２２，８８０円

★週５日、１回に３時間、１ヶ月に２０回利用した場合

（ベビーシッター利用金額） １，５００円/時間×３時間×２０回＝９０，０００円
（割引券の補助金額） １，７００円/回×２０回＝３４，０００円
（発行時の手数料） ６０円/回×２０回＝ １，２００円

（１ヶ月あたりのベビーシッター代） ５７，２００円

詳細は、人事課（内）３０３２２まで
お問い合わせ下さい。

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file174.htm


双生児家庭育児支援事業割引券

双子などの多胎児の子どもがいる家庭のご両親に、リフレッシュを図っていただくための割引券です。

【利用について】

・対象者は、義務教育就学前の双生児等多胎児を養育しており、児童手当法第２０条に規定する一般事業主に雇用

される社会保険適用の方（原則、健康保険証をお持ちの方）が育児支援サービスを利用した場合に使用できます。

・割引券１枚当たりの割引額は、義務教育就学前の多胎児が２人の場合は９，０００円、３人以上の場合は１８，０００円

の範囲内となります。ただし、利用料が１，７００円に満たない場合は割引券の対象となりません。

・割引券の利用は１日１枚とし、原則として年度内に２回以内となります。ただし、以下の特別な自由がある場合には、

年度内に４回まで使用することができます。なお、３回目以降の割引券の使用に当たっては、特別の自由を明らかに

する書類の添付が必要となります。

【発行手数料】

特にかかりませんが、申込書送付時に返信切手代（４２０円分）の同封が必要です。

詳細は、こども未来財団まで
直接お問い合わせ下さい。
０３（６４０２）４８２０＜代表＞



割引券取り扱いベビーシッター事業者一覧

こども未来財団ホームページ（http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/）をご覧下さい。

こども未来財団トップページ

ここをクリック
してください。


